
札幌市個人情報保護条例（平成１６年条例第３５号）新旧対照表（第１条関係）（平成２７年１０月５日施行） 

現      行 改  正  後 備 考 

 

第１条 （省略） 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴及び⑵ （省略） 

 

 （新設） 

 

 

 

 ⑶ (省略) 

 ⑷ (省略) 

 ⑸ (省略)  

 

第３条から第７条まで （省略） 

 

（利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人

情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のも

のに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。 

 ⑴から⑺まで （省略） 

 

２から４まで （省略） 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 （以下省略） 

 

第１条 （現行のとおり） 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴及び⑵ （現行のとおり） 

 

 ⑶ 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 

 ⑷ (現行のとおり) 

 ⑸ (現行のとおり) 

 ⑹ (現行のとおり) 

 

第３条から第７条まで （現行のとおり） 

 

（利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人

情報を当該実施機関内において利用し、又は個人情報（特定個人情

報を除く。）を当該実施機関以外のものに提供してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 ⑴から⑺まで （現行のとおり） 

 

２から４まで （現行のとおり） 

 

（特定個人情報の提供の制限） 

第８条の２ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する

場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供しては

ならない。 

 

 （以下現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号法制定に伴

う、新たな定義の

追加 

 

号の繰下げ 

号の繰下げ 

号の繰下げ 

 

 

 

 

 

対象とする個人情

報の範囲の明確化 

 

 

 

 

 

番号法制定に伴

う、特定個人情報

の提供に関する規

定整備 

  


